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世田谷区では、本庁舎等（本庁舎、区民会館、

世田谷総合支所）の整備に伴い、区民会館や

区民交流スペース、広場および屋上庭園等、

区民の皆さんなどが利用できる様々な施設の

整備を進めています。

この場所を、区民の方々の交流を促す素敵な

場所にするために、施設の運営を皆さんと

一緒に考えるワークショップを開催します。

会　　場  世田谷区役所　第 3 庁舎 3 階
　　　　  ブライトホール
　　　　　　 地図は裏面をご覧ください。

申込・お問合せ
　　裏面をご覧ください。

日　　時　第１回：令和４年　 月　   日（日）14:00~16:00９  11
日　　時　第２回：令和４年　 月   　日（土）14:00~16:0011   5
日　　時　第３回：令和５年 　月　   日（日）14:00~16:00１  22

※　原則、すべての回へのご参加をお願いします。

応募資格

定　　員

応募方法

申込期日

備　　考

申込・　
お問合せ

担 当 課

区内在住・在勤・在学の中学生以上の方（高校生以下の方は保護者の同意が必要）

２５名（応募者多数の場合は抽選）

電話、ファクシミリ、または区の HP でせたがやコールまで

令和４年８月５日（金）午後９時まで

・原則、すべての回へのご参加をお願いします。
・お子さんの預かり（ひととき保育）を希望される方は申込みの際にお伝えください。
（預かることができるお子さん：生後５ヶ月～就学前まで、抽選５名）
・申込みの際は以下の「参加申込書」を参照してください。
・結果通知は応募された方全員に、文書にてお知らせします。
・ワークショップの様子（写真等）をホームページ等に掲載する場合があります。

せたがやコール
電話：03-5432-3333　ファクシミリ：03-5432-3100
ご利用時間：午前８時から午後９時まで（年中無休）

生活文化政策部　市民活動推進課　区民交流・文化施設準備担当

 

新しい本庁舎等における区民利用施設の運営を考える区民ワークショップ

参加申込書

氏名

保護者氏名（高校生以下の方のみ）

保護者の同伴 電話番号

年齢 歳

ご住所

区事業または地域活動への参加実績 有（活動内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　・　　無

手話通訳：有・無　/　車椅子の介助：有・無

お子さんの名前・年齢 ①名前 （　 歳　 カ月） ②名前 （　 歳　 カ月）

参加に向けて一言

手話通訳 / 車椅子の介助 備考

ひととき保育 希望者

〒

フリガナ

希望する　・　希望しない

Web からのお申込は

こちらの二次元コードから

お願いします。
申込フォーム

詳細はこちらからも

ご確認いただけます。
区ホームページ

新しい本庁舎等における区民利用施設の運営を考える

区民ワークショップ
参加者大募集！

電車でお越しの方
世田谷線　松陰神社前駅または
　　　　　世田谷駅から各徒歩 5 分

バスでお越しの方
東急バス　「世田谷区民会館」バス停より徒歩 1 分
　　　　　「世田谷区役所入口」バス停より徒歩 6 分
　　　　　「世田谷駅前」バス停より徒歩７分

工事中エリア

会場アクセス

住所：世田谷区世田谷 4 丁目 21 番 27 号



新しい区民利用施設ができあがったら、

一体どんなことができるでしょうか？

区民交流スペースや広場、区民会館等の

様々な場所を使って、やってみたいこと

をみんなで想像してみましょう！
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世田谷区にお住まいの方など、

みなさんが利用できる新施設。

どのような利用ルールが望ましい

でしょうか。

この区民利用施設にぴったりの

仕組みを考えてみましょう。
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仕組みを考えてみましょう。

区民交流は新施設の大きな目的

のひとつです。

多くの方が、自分から進んで

関わりたくなるような、そんな

区民参加の方法を一緒に探して

いきましょう。

区民交流は新施設の大きな目的
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多くの方が、自分から進んで

関わりたくなるような、そんな
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第１回：令和４年　 月　   日（日）14:00~16:00９  11
テーマ：新しい施設でやりたい事業・活動を考えよう

テーマ：幅広い利用に対応できるルールを考えよう
第２回：令和４年　 月    日（土）14:00~16:0011  5

テーマ：新施設の区民参加を考えよう
第３回：令和５年 　月　   日（日）14:00~16:00１  22

新庁舎のイメージ動画をご覧いただけます。

※ 原則、すべての回へのご参加をお願いします。

新しい区民利用施設を、区民のみなさんにとってより使いやすく、使いたくなるよう

な場所にするためには、どのように運営していくのが望ましいでしょうか。

新しい施設でのイベントや利用ルールの検討、施設の運営について、実際にご利用に

なる区民のみなさんと一緒に考える全 3 回のワークショップです。

ぜひ、みなさんのアイデアをお聞かせください。

区民会館ホール（イメージ図）

区民会館エントランスホール （イメージ図）

2 階テラスから広場を眺める（イメージ図）

区民利用施設　概要
全体工事を 3 期に分け実施します。１期工事では東棟の区民会館エリアが令和５年度に、

2 期工事では東棟の区民交流エリアと西棟の区民交流エリアの一部が令和７年度に完成し、

3 期工事が完了するとすべての区民利用施設が完成します。様々なスタイルの区民利用施設が

令和 9 年度にかけて段階的に出来上がっていきます。

東棟　区民会館エリア
令和 5（2023）年度完成予定

・区民会館ホール　　933 席
　　　　  （前舞台使用時 900 席）

・ラウンジ　150 ㎡

・練習室　　75 ㎡ ×1 室

　　40 ㎡ ×1 室

・集会室　　255 ㎡

令和 7（2025）年度完成予定

・広場　　　　　　約 1,500 ㎡
　　　　　　　（中央区道部分を除く）

・ピロティ　　　　　　680 ㎡

・屋上庭園　　　　　  1,200 ㎡

・区民交流スペース　　 580 ㎡

・区民交流室　　   25 ㎡ ×2 室

東棟　区民交流エリア

西棟　区民交流エリア

令和 9（2027）年度完成予定

・区民交流室　60 ㎡（1 室）

令和 7（2025）年度完成予定

・区民交流室　30 ㎡ ×1 室
　　　　　　35 ㎡ ×1 室

※面積は概算値


